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薬
剤
師
の
配
置
基
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

「
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
」
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て

次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

「
当
該
薬
局
に
お
い
て
、
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
の
員
数
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
一
日
平
均
取
扱
処
方
箋
数
（
前
年
に
お

け
る
総
取
扱
処
方
箋
数
（
前
年
に
お
い
て
取
り
扱
つ
た
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
及
び
歯
科
の
処
方
箋
の
数
に
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の

二
を
乗
じ
た
数
と
そ
の
他
の
診
療
科
の
処
方
箋
の
数
と
の
合
計
数
を
い
う
。
）
を
前
年
に
お
い
て
業
務
を
行
つ
た
日
数
で
除

し
て
得
た
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
年
に
お
い
て
業
務
を
行
つ
た
期
間
が
な
い
か
、
又
は
三
箇
月
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
推
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
四
十
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一
と
し
、
そ
の
数
に

一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
す
る
。
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。
」

（
ア
）

こ
の
規
定
は
い
つ
作
成
さ
れ
た
も
の
か
。

（
イ
）

何
故
、
こ
の
よ
う
な
数
字
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
ウ
）

何
故
、
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
及
び
歯
科
の
処
方
箋
の
み
が
特
別
扱
い
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

二

「
医
療
法
施
行
規
則
」
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

一



「
�

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
（
病
院
の
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
に
係
る
も
の
に
限
る
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

薬
剤
師

精
神
病
床
及
び
療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
百
五
十
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
、
精
神
病

床
及
び
療
養
病
床
に
係
る
病
室
以
外
の
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
七
十
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
外
来
患
者
に
係
る
取

扱
処
方
箋
の
数
を
七
十
五
を
も
つ
て
除
し
た
数
と
を
加
え
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一
と
し
、
そ
の

数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
）
」

（
ア
）

こ
の
規
定
は
い
つ
作
成
さ
れ
た
も
の
か
。

（
イ
）

何
故
、
こ
の
よ
う
な
数
字
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
ウ
）

「
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
」
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に

お
け
る
配
置
基
準
と
の
違
い
の
理
由
を
説
明
あ
り
た
い
。

三

「
医
療
法
施
行
規
則
」
第
二
十
二
条
の
二
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

「
第
二
十
二
条
の
二

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
機
能
病
院
に
置
く
べ
き
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤

二



師
、
看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
の
員
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
略
）

三

薬
剤
師

入
院
患
者
の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
と
し
、
調
剤
数
八
十
又
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に
一
を
標
準
と
す
る
。
」

（
ア
）

こ
の
規
定
は
い
つ
作
成
さ
れ
た
も
の
か
。

（
イ
）

何
故
、
こ
の
よ
う
な
数
字
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
ウ
）

「
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
」
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に

お
け
る
配
置
基
準
と
の
違
い
の
理
由
を
説
明
あ
り
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


